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医科診療行為マスターの廃止予定コードについて  
 
 平成２８年度診療報酬改定に先立ち、医療関係者が使用するレセプト電算処理

システム等に係るマスター移行作業を円滑に実施いただくため、現時点で予定し

ている医科診療行為マスターの廃止予定コードを下記のとおりお知らせします。  
   

記  
 
１ 廃止予定コード  
  別紙の廃止診療行為は、代替診療行為と算定要件が同一であり、コードの利

用頻度が低いことから、医科診療行為マスターから診療行為コードを廃止しま

す。  
 
２ 廃止時期  
  平成２８年度診療報酬改定において廃止します。  

なお、平成２８年４月診療分以降の請求に当たっては、代替診療行為で請求

することとなります。  


